
個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳に関する事務

実施機関の名称 湯浅町長

個人情報取扱事務を所掌する組織の名
称

住民生活課 住民係

個人情報ファイルの利用目的

住民基本台帳法に基づき、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に
関する事務の処理の基礎とするとともに、住民に関する記録の適正な管理を図り、も
って住民の利便を増進し、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するための事務を
行うこと。

記録項目

個人番号　宛名番号　氏名　性別　生年月日・年齢　住所　電話番号　本籍・国籍
旧氏、世帯主の氏名、続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所を定めた年月日
、従前の住所、住民票コード、外国人の固有項目、選挙人名簿への登録の有無、保険
等（国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金）の被保険者の資格に関す
る事項、児童手当の支給を受けている者の資格に関する事項、乳幼児医療の資格に関
する事項　家庭状況　親族関係　居住状況

記録範囲 世帯主、同一世帯員

記録情報の収集方法 本人　代理人から申請で収集　他係の他システムから収集

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

含む

記録情報の経常的提供先 紀陽情報システム株式会社

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

総務課

和歌山県有田郡湯浅町大字青木６６８番地１

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

■法第６０条第２項第１号 ■法第６０条第２項第２号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

■有　　　□無

備　　　考


